
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
提
出

質

問

第

一

一

七

号

郵
政
事
業
の
関
連
法
人
の
整
理
・
見
直
し
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

柿

澤

未

途
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郵
政
事
業
の
関
連
法
人
の
整
理
・
見
直
し
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

郵
政
フ
ァ
ミ
リ
ー
法
人
に
つ
い
て

「
郵
政
事
業
の
関
連
法
人
の
整
理
・
見
直
し
に
関
す
る
委
員
会
」
の
報
告
書
（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
六
日
）
で
は
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
法
人
二
一
九
法
人
に
つ
い
て
、
郵
政
と
の
取
引
額
約
千
五
〇
〇
億
円
、
郵
政
Ｏ
Ｂ
の
役
職
員
約
二
千
人
と
記
載
さ
れ

て
い
る
。

�

同
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
二
一
九
法
人
の
う
ち
、
現
存
す
る
法
人
（
名
称
変
更
等
が
あ
っ
て
も
、
実
質
的
に
存
続
し
て

い
る
場
合
を
含
む
。
）
を
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

右
記
�
の
法
人
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
�
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
と
の
取
引
額
、
�
役
職
員
数
、
�
役
職
員
の
う
ち
官
僚

Ｏ
Ｂ
又
は
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
（
旧
日
本
郵
政
公
社
含
む
、
以
下
同
じ
）
Ｏ
Ｂ
の
人
数
並
び
に
同
役
職
員
の
氏
名
、
官
庁

又
は
日
本
郵
政
に
お
け
る
最
終
ポ
ス
ト
及
び
年
収
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

郵
政
フ
ァ
ミ
リ
ー
法
人
と
の
関
係
の
見
直
し
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
九
日
提
出
の
「
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
人
事
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る

答
弁
と
し
て
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
法
人
が
一
五
七
法
人
存
続
し
、
官
僚
Ｏ
Ｂ
又
は
日
本
郵
政
Ｏ
Ｂ
が
役
職
員
と
し
て
再
就
職
し
て

一



い
る
の
が
七
一
法
人
、
七
一
六
人
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
二
〇
一
〇
年
二
月
二
二
日
の

衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
亀
井
郵
政
改
革
担
当
大
臣
（
当
時
）
は
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
法
人
を
含
め
聖
域
な
く
見
直
す
」

と
の
旨
答
弁
し
、
原
口
総
務
大
臣
（
当
時
）
も
同
調
し
て
い
る
。

�

こ
の
間
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
見
直
し
が
行
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
成
果
を
挙
げ
た
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

見
直
し
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
目
標
を
設
定
し
て
い
る
の
か
。

�

二
〇
〇
九
年
度
以
降
、
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
法
人
二
一
九
法
人
に
、
新
た
に
官
僚
Ｏ
Ｂ
又
は
日
本
郵
政
Ｏ
Ｂ
が
役
職

員
と
し
て
再
就
職
し
た
事
例
が
あ
れ
ば
、
法
人
毎
の
人
数
、
法
人
内
で
の
現
在
の
役
職
及
び
前
職
に
お
け
る
最
終
ポ
ス
ト

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
物
品
調
達
の
方
法
に
つ
い
て

二
〇
一
〇
年
二
月
五
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
亀
井
郵
政
改
革
担
当
大
臣
（
当
時
）
は
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ

の
物
品
調
達
に
つ
い
て
、
「
二
年
前
か
ら
、
地
域
へ
の
調
達
は
地
域
に
発
注
し
て
い
た
の
を
、
今
は
中
央
で
一
括
発
注
し
て

い
る
。
郵
政
改
革
に
よ
っ
て
地
域
を
元
気
に
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
大
変
な
阻
害
要
件
に
な
る
。
地
域
を

大
事
に
し
て
い
く
、
そ
の
こ
と
を
物
品
調
達
の
面
で
き
っ
ち
り
と
や
ら
せ
る
。
今
ま
で
の
契
約
関
係
は
や
め
さ
せ
る
」
と
の

二



旨
答
弁
し
て
い
る
。

�

上
記
答
弁
を
受
け
て
、
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
物
品
調
達
の
契
約
方
法
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
行
な
っ
た
か
。

行
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
内
容
と
成
果
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

�
の
中
に
従
前
、
競
争
入
札
に
よ
っ
て
い
た
契
約
を
随
意
契
約
に
切
り
替
え
た
事
例
は
あ
る
か
。

�

日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
物
件
費
の
二
〇
〇
七
年
度
以
降
二
〇
一
一
年
度
ま
で
の
五
年
間
に
お
け
る
推
移
に
つ
い
て
、
各

社
別
及
び
グ
ル
ー
プ
合
計
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


